
葛飾区総合アプリ　葛飾区総合アプリ　
右のQRコードからココシルをインストールし、葛飾区総合アプリを選択。

区の情報を
スマホで入手しよう！

前回
倍率
１．２７
１．５５
１．６９
０．８
２．０３
１．５７
１．４７
１．９
４．１４

優先利用
区画数
６
４
４
６
４
８
１
２
４

区画数
（１区画１５㎡）
７９
４０
５４
６６
４０
９０
１９
２９
４７

住所

水元３‐２
水元４‐２３
水元５‐１
西水元５‐１５
柴又５‐３１
鎌倉２‐１４
鎌倉４‐２２
高砂２‐３０
奥戸３‐２５

農園名

水元三丁目
水元四丁目第二
水元五丁目南
西水元五丁目
柴又五丁目
鎌倉二丁目
鎌倉四丁目第二
高砂二丁目
奥戸汐圦
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掲
載
の
決
ま
り

次
の
項
目
に
当
て
は
ま
ら

な
い
場
合
は
、
掲
載
で
き
ま

せ
ん
。

▽
文
化
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
活

動
な
ど
を
区
内
で
行
っ
て

い
る
自
主
的
な
団
体
で
あ

る
こ
と

▽
1
回
当
た
り
の
費
用
は
2

千
円
以
内
、
入
会
金
は
備

品
な
ど
経
費
相
当
分
で
あ

る
こ
と

▽
営
利
、
交
際
、
相
談
、
勧

誘
、
売
名
行
為
、
政
治
・

宗
教
活
動
で
は
な
い
こ
と

▽
広
報
紙
に
掲
載
す
る
問
い

合
わ
せ
先
の
方
・
団
体
の

代
表
者
は
葛
飾
区
民
で
あ

る
こ
と

▽
個
人
指
導
の
活
動
で
は
な

い
こ
と

▽
催
し
物
は
、
掲
載
希
望
月

の
2
カ
月
前
ま
で
に
申
し

込
む
こ
と

※
会
員
募
集
の
掲
載
は
、
申

し
込
み
順
に
掲
載
し
ま
す
。

再
申
し
込
み
は
掲
載
後
に

受
け
付
け
、
再
掲
載
は
前

回
掲
載
後
6
カ
月
を
経
過

し
て
か
ら
で
す
。

区
は
内
容
に
関
与
し
ま
せ
ん
。

催
し
物

家
事
家
計
講
習
会

11
月
18
日
㈭
・
20
日
㈯
10
時
30

分
〜
11
時
50
分

オ
ン
ラ
イ
ン

ズ

ー

ム

開
催（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）
�
近
藤
03

（
5
8
7
6
）3
1
0
6

葛
飾
区
民
謡
民
舞
連
盟
発
表
会

11
月
22
日
㈪
9
時
30
分
〜
17
時

か
つ
し
か
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
ヒ
ル

ズ

�
真
田
03（
3
6
9
3
）4

5
2
8

み
ん
な
で
歌
お
う

12
月
8
日

㈬
10
時
〜
11
時
30
分

南
綾
瀬

地
区
セ
ン
タ
ー

2
0
0
円

11
月
20

日
㈯
9
〜
13
時
に
電
話
で
申
し

込
み（
先
着
20
人
）
�
福
島
03

（
3
6
0
2
）2
8
6
3

会
員
募
集

社
交
ダ
ン
ス
（
初
心
者
歓
迎
、

未
経
験
者
可
）

月
4
回
㈪
18

時
〜
、
㈭
13
時
〜

シ
ニ
ア
活か

動
支
援
セ
ン
タ
ー

1
回
千
円

�
鹿

ご

し
ま

兒
島
0
8
0（
2
0
2
5
）6
5

2
8

フ
ラ
ダ
ン
ス

▽
ハ
ワ
イ
ア
ン

フ
ラ
／
月
3
回
㈰
15
時
30
分
〜

亀
有
地
区
セ
ン
タ
ー

月
3
9
0
0
円

▽
歌
謡
フ
ラ
／
月
2
回
㈮
14
時

〜

高
砂
地
区
セ
ン

タ
ー

月
2
千
円

�
大
野
0
9
0（
4
7
2
6
）8

9
0
7

日
本
舞
踊（
新
舞
踊
）
月
4
回

㈫
㈭
14
時
〜

東
四
つ
木
地
区

セ
ン

タ
ー
他

月
2
回
3
千
円
、
月
4

回
5
千
円

�
斉
藤
03
（
3
6

9
2
）
4
6
8
3（
17
時
以
降
）

大
正
琴

第
2・4
㈯
10
時
〜
末

広
集
い
交
流
館

月
2
5
0
0

わ
に
い
し

円

入
会
2
千
円

�
鰐
石
03

（
3
6
0
8
）2
1
8
5

詩
吟
を
楽
し
く
練
習
し
よ
う

月
2
回
㈬
13
時
〜

亀
有
地
区

セ
ン

タ
ー

月
1
5
0
0
円
（
見
学
無

料
）

�
鳥
山
0
9
0
（
5
1

7
9
）
0
5
5
9

懐
メ
ロ
を
歌
う
会

第
1
・
3

㈰
12
時
30
分
〜

ス
ナ
ッ
ク
う

め
だ
（
立
石
4
丁
目
）
1
回

1
3
0
0
円

�
大
木
0
9
0

（
7
4
2
3
）8
1
9
1

イ
ギ
リ
ス
英
語（
初
級・
中
級
）

月
4
回
㈫
14
時
〜
（
日
時
応
相

談
）

奥
宮
宅
（
東
四
つ
木
4

丁
目
）

月
6
千
円

�
奥
宮

0
8
0（
6
7
8
7
）3
6
4
7

英
会
話（
中
級
程
度
）
月
2
回

㈯
13
時
〜

シ
ニ
ア
活
動
支
援

セ
ン
タ
ー

�
野
村
0
8
0
（
6
6
2

9
）
8
5
5
9

区
民
農
園
利
用
者
を
募
集
し
ま
す

【
募
集
農
園
・
区
画
数
】

車
で
の
来
園
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
水
元
五
丁
目
南
農
園
は
農
薬

使
用
に
制
限
が
あ
り
ま
す
。

【
対
象
】

▽
個
人

区
内
在
住
の
方

1

世
帯
1
区
画

▽
団
体

区
内
に
あ
る
小
・
中

学
校
、
児
童
・
高
齢
者
・
障
害

者
施
設
な
ど

1
団
体
3
区
画

以
内区

内
に
あ
る
幼
稚
園
・
保
育

園
に
は
優
先
利
用
枠
（
1
団
体

2
区
画
ま
で
）
が
あ
り
ま
す
。

【
利
用
期
間
】
令
和
4
年
3
月

1
日
〜
令
和
6
年
1
月
31
日

（
高
砂
二
丁
目
農
園
は
令
和
４

年
４
月
か
ら
）

【
利
用
料（
月
額
）】

1
区
画
9
0
0
円
（
種
苗
、
肥

料
、
用
具
な
ど
は
自
己
負
担
）

【
利
用
料
の
支
払
方
法
】

令
和
4
年
3
月
〜
令
和
5
年

2
月
分
を
前
納
（
令
和
5
年
3

月
〜
令
和
6
年
1
月
分
は
令
和

5
年
2
月
に
支
払
い
）。

【
利
用
料
の
減
額
】

個
人
利
用
で
世
帯
員
が
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
や
、

団
体
利
用
の
場
合
は
利
用
料
を

2
割
減
額
し
ま
す
。

▽
身
体
障
害
者
手
帳
1
〜
3
級

を
お
持
ち
の
方

▽
愛
の
手
帳
1
〜
3
度
を
お
持

ち
の
方

▽
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

1
・
2
級
を
お
持
ち
の
方

【
申
込
方
法
】

往
復
ハ
ガ
キ
に
次
の
項
目
を

書
い
て
、
11
月
30
日
㈫
（
消
印

有
効
）
ま
で（
多
数
抽
選
）。

▽
個
人
「
区
民
農
園
」・
希
望

農
園
名
、
代
表
者
の
住
所
・
氏

名（
フ
リ
ガ
ナ
）・
年
齢
・
電
話

番
号
、家
族
構
成（
氏
名・年
齢
）

▽
団
体
「
区
民
農
園
」・
希
望

農
園
名
・
希
望
区
画
数
、
施
設

の
名
称
・
所
在
地
・
電
話
番
号

・
構
成
員
の
人
数
・
内
訳
、
代

表
者
の
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）

同
一
世
帯
・
団
体
の
重
複
申

し
込
み
・
複
数
農
園
へ
の
申
し

込
み
は
無
効
で
す
。ま
た
、現
在
、

他
の
区
民
農
園
を
利
用
し
て
い

る
方
の
申
し
込
み
も
無
効
で
す

（
令
和
4
年
1
月
に
利
用
期
間

終
了
の
農
園
利
用
者
を
除
く
）。

当
選
者
は
、
本
人
確
認
で
き

る
物（
運
転
免
許
証
な
ど
）の
提

示
が
必
要
で
す
。

【
公
開
抽
選
日
時
・
会
場
】

12
月
10
日
㈮
午
後
2
時
か
ら
、

か
つ
し
か
エ
コ
ラ
イ
フ
プ
ラ
ザ

（
立
石
1‐

9‐

1
）で
公
開
抽

選
会
を
行
い
ま
す
。
優
先
利
用

区
画
は
事
前
に
決
定
し
ま
す
。

抽
選
結
果
は
、
12
月
下
旬
か
ら

発
送
し
ま
す
。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

〒
１２４‐

８５５５
葛
飾
区
役
所
環
境
課

�
03（
5
6
5
4
）8
2
3
9

12月29日㈬～31日㈮の相談はありません。
電…電話での相談も可 ビ…ビデオ通話での相談も可
※利用可能なビデオ通話アプリ

フ ェ イ ス タ イ ム グ ー グ ル デ ュ オ ス カ イ プ

（FaceTime／Google Duo／Skype）
※ビは、高砂区民事務所でもタブレットを使って
相談できます（消費生活相談、LGBTs相談を除く）。

区民相談12月分
相談に関する資料があればお持ちください。

�０３‐５６５４‐８６１２
〜
５

�０３‐５６７２‐２８３３

�０３‐５６５４‐８６１２
〜
５

�０３‐５６５４‐８６１６

葛飾区成年後見センター
（ウェルピアかつしか内）（要予約）

�０３‐５６７２‐２８３３

福祉管理課（要電話予約）
�０３‐５６５４‐８２４３

保健センター（７面上欄参照）
（要電話予約）
健康ホットラインかつしか
（電話相談のみ） �０３‐３６０２‐１２４４
患者相談窓口（電話相談のみ）

�０３‐３６０２‐１２２６
ワークスかつしか（シニア活動支援
センター内） �０３‐３６９２‐３１８１
消費生活センター（ウィメンズパル内）

�０３‐５６９８‐２３１１
しごと発見プラザかつしか
（テクノプラザかつしか内）

�０３‐５６８０‐８７６５

区民相談室

予約が必要です。
相談日の２週間前
の午前８時３０分か
ら受け付け。

区民相談室

予約は必要ありま
せん。
直接お越しいただ
くか、お電話くだ
さい。

火～金曜 午後１時～４時４０分
金町・新小岩北地区センターで
の相談は休止しています。

１２/７㈫・２１㈫ 午後１～４時

１２/１４㈫・２８㈫ 午後１時～３時５０分

１２/１６㈭ 午後１時～３時４５分
水曜 午前１０時～午後３時４０分

１２/１４㈫・２８㈫ 午前１０時～正午

休止しています。

１２/９㈭ 午後１～４時

１２/６㈪・２０㈪ 午後１～４時
１２/１３㈪・２７㈪ 午前１０時～午後４時

１２/３㈮・１７㈮ 午後１～４時

月～金曜
午前８時３０分～午後５時
月～金曜 午前８時４５分～午後５時

司法書士 １２/９㈭ 午後１～４時
弁護士 １２/２３㈭ 午後１～４時

１２/１㈬・１５㈬ 午後１～４時

金曜 午後１時３０分～３時３０分

精神科医が相談に応じます。

月～金曜
午前８時３０分～午後８時

月～金曜 午前９時～午後５時

月～金曜 午前９時～午後５時

月～金曜
午前９時～午後４時３０分
火・木曜 午前１０時～午後４時
月～金曜 午前１０時～午後７時（要予約）
１２/４㈯・１８㈯ 午前１０時～午後５時（要予約）

法律相談 電 ビ

遺言書・遺産分割協議書
の書き方相談 電 ビ

不動産取引相談
電 ビ

登記・測量相談電 ビ
税金相談電 ビ
成年後見セン
ター出張相談
人権身の上相談
行 政 相 談
年金・社 会 保 険・
労働問題相談電 ビ
青少年の生活
相談
建築・リフォーム
なんでも相談電 ビ
住宅修繕相談電
区政・一般相談電 ビ
交通事故相談電 ビ
専 門 相 談
成年後見制度・遺言・相
続などに関する相談電
終 活 相 談 電

福祉サービス
苦 情 調 整

精神保健相談

健康に関する
相談
患 者 か ら の
医 療 相 談
５５歳以上の就業
相談・あっせん
消費生活相談

電 ビ

内 職 相 談
就 職 相 談
あ っ せ ん

産業経済課（テクノプラザかつしか内）
（要電話予約） �０３‐３８３８‐５５５６

ボランティア・地域貢献活動センター
（ウェルピアかつしか内）

�０３‐５６９８‐２５１１

亀有地区センター（直接会場へ）
総合教育センター（要電話予約）

�０３‐５６６８‐７６０３
障害福祉課（区役所２階２０１番）

�０３‐５６９８‐１５３１
�０３‐３６０２‐１３８６
�０３‐３６０２‐１３８９
�０３‐３６０２‐１３８８

�０３‐３６０２‐１３９１

若者相談窓口
（要電話予約）
�０８０‐３７３０‐５６８７

男女平等推進センター（要電話予約）
�０３‐５６９８‐２２１３

男女平等推進センター（要電話予約）
�０３‐５６９８‐２２１１

男女平等推進センター（要電話予約）
�０３‐５６５４‐８１４８

区民相談室
Katsushika City Office

�０３‐５６５４‐８６１７

子ども
総合センター

高砂地区センター

亀有地区センター

区民相談室

新小岩地区センター

月～金曜 午前１０時～午後５時

月～金曜 午前１０時～午後４時

水曜 午前１０時～午後５時

一般相談 月～金曜、１２/４㈯・１８㈯
午前８時３０分～午後５時
専門相談（税理士・弁護士・社労士
による相談）は予約が必要です。
出張相談 １２/１５㈬ 午後２～４時

月～金曜 午前９時～午後５時

月～金曜 午前８時３０分～午後５時

月～土曜 午前８時３０分～午後５時

月～金曜 午前８時３０分～午後５時

１２/７㈫ 午前１０時～午後５時

１２/１４㈫ 午前１０時～午後５時

１２/２４㈮ 午前１０時～午後４時

１２/２８㈫ 午前１０時～午後５時

月・火・木・金曜 午前１０時～午後５時
水曜 午後１～８時（午後５時以降は電
話相談のみ・男性からの相談も可）

月・木曜 午前１０時～午後５時

火曜 午後１時３０分～４時３０分

１２/１８㈯ 午後１時３０分～４時３０分

１２/１０㈮ 午後１～４時
在留カードをご持参ください。
外国人を雇用している事業者も
利用できます。

１２/６・１３・２０・２７㈪
午後０時３０分～４時３０分
１２/６・１３・２０・２７（Mon）
０：３０pm～４：３０pm
１２月６日・１３日・２０日・２７日（星期一）
中午１２時３０分、至下午４時３０分

中 小 企 業
経 営 相 談
事業承継に関わる
税 務 相 談
I T 導 入
専 門 相 談

ＮＰＯ活 動 に
関 す る 相 談

教 育 相 談 電

いじめ相談 電

手 話 相 談

総 合
児童虐待通報
発 達
妊娠・出産どう
しようコール

若 者 相 談
【対象】 ひきこ
もりやさまざま
な悩みを持つお
おむね１５～３９歳
の方とその家族

悩みごと相談
（女性対象） 電

女性に対する
暴 力 相 談 電

法 律 相 談
（女性対象） 電

ＬＧＢＴｓ相談
電 ビ

外国人の入国・在
留・帰化・就労な
ど手続き相談（日
本語対応） 電 ビ

外国人 生 活 相 談
ForeignResident’s
AdvisoryDesk
外国人生活咨 室
（Consultation by
telephone is also
possible/也可以
咨 ） 電 ビ

子
ど
も
の
相
談

（６）
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